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お知らせ

こ
ど
も
の
日
の
シ
ン
ボ
ル
タ
ワ
ー
は
、
小
・
中
学
生
入
場
無
料

大
型
連
休
中
の
公
共
施
設

　大
型
連
休
中
（
４
月
29
日
㊍
～
５
月

５
日
㊌
）
の
町
内
の
公
共
施
設
の
開
館

状
況
に
つ
い
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

邑
楽
町
公
民
館
、
長
柄
公
民
館

ヤ
ン
グ
プ
ラ
ザ
、
町
民
体
育
館

▼
休
館
日

　５
月
３
日
㊊

町
立
図
書
館

▼
休
館
日

　４
月
30
日
㊎
、
５
月
３
日

㊊町
福
祉
セ
ン
タ
ー

▼
休
館
日

　４
月
29
日
㊍
、
５
月
２
日

㊐
～
５
日
㊌

シ
ン
ボ
ル
タ
ワ
ー

▼
休
館
日

　全
日
開
館

シ
ン
ボ
ル
タ
ワ
ー

「
こ
ど
も
の
日
」
の
特
別
事
業

　５
月
５
日
㊌
の
こ
ど
も
の
日
は
、小
・

中
学
生
の
入
場
は
無
料
で
す
。
ぜ
ひ
、

皆
さ
ん
お
越
し
く
だ
さ
い
。

▼
問
合
先

　シ
ン
ボ
ル
タ
ワ
ー
Ｇ
88

－

８
６
８
６

催し

５
月
４
日
に
、お
う
ら
創
造
の
森「
み
ど
り
の
集
い
」を
開
催

県
緑
化
セ
ン
タ
ー
か
ら
の
お
知
ら
せ

　県
緑
化
セ
ン
タ
ー
で
は
、
み
ど
り
の

日
を
記
念
し
て
、お
う
ら
創
造
の
森「
み

ど
り
の
集
い
」
を
開
催
し
ま
す
。

▼
期
日

　５
月
４
日
㊋（
み
ど
り
の
日
）

▼
会
場

　お
う
ら
創
造
の
森
（
県
緑
化

セ
ン
タ
ー
芝
生
広
場
）

▼
時
間

　午
前
10
時
～
午
後
３
時

苗
木
配
布
会
（
小
雨
決
行
）

　緑
の
募
金
に
協
力
し
て
い
た
だ
い
た

人
に
苗
木
を
配
布
し
ま
す
。

▼
時
間
・
定
員
（
２
回
）

　

①
午
前
10
時
～
・
３
０
０
人
（
先
着
順
）

②
午
後
１
時
～
・
２
０
０
人
（
先
着
順
）

き
の
こ
ほ
だ
木
配
布
会
（
小
雨
決
行
）

　緑
の
募
金
に
協
力
し
て
い
た
だ
い
た

人
に
き
の
こ
ほ
だ
木
を
配
布
し
ま
す
。

▼
時
間
・
定
員

　

午
前
10
時
～
・
１
０
０
人
（
先
着
順
）

寄
せ
植
え
教
室
（
小
雨
決
行
）

　ハ
ン
ギ
ン
グ
リ
ー
ス
の
つ
く
り
方
を

学
び
ま
せ
ん
か
。

▼
時
間

第
１
回

　午
前
10
時
30
分
～
11
時
30
分

第
２
回

　午
後
１
時
30
分
～
２
時
30
分

▼
テ
ー
マ

　ハ
ン
ギ
ン
グ
リ
ー
ス
の
つ

く
り
方

▼
講
師

　坂
村
智
紀
先
生
（
㈲
坂
徳
園

芸
店
長
）

▼
定
員

　各
30
人
（
先
着
順
）

▼
参
加
費

　２
、０
０
０
円
（
材
料
費
）

▼
申
込
方
法

　電
話
で
申
し
込
む

▼
申
込
開
始

　４
月
19
日
㊊
午
前
８
時

30
分
か
ら

そ
の
ほ
か
の
イ
ベ
ン
ト

み
ど
り
の
相
談
室

　相
談
員
が
み
ど
り

の
相
談
や
庭
づ
く
り
の
相
談
に
応
じ
る

（
午
前
10
時
～
午
後
３
時
）

樹
木
医
に
よ
る
樹
木
観
察
教
室
・
庭
木

の
植
え
方
教
室
・
せ
ん
定
鋏

ば
さ
み

と
苅
込
鋏

の
研
ぎ
方
教
室
（
午
前
10
時
～
午
後
３

時
）

無
料
体
験
コ
ー
ナ
ー

　四
つ
目
垣
縄
結

び
体
験
、金
魚
す
く
い
（
小
学
生
以
下
）

展
示
即
売
コ
ー
ナ
ー

　花
木
、木
製
品
、

き
の
こ
、
地
元
特
産
品
な
ど

緑
化
講
座
の
お
知
ら
せ

▼
期
日

　５
月
20
日
㊍
（
雨
天
決
行
）

▼
時
間

　午
前
10
時
～
正
午

▼
会
場

　県
緑
化
セ
ン
タ
ー

▼
テ
ー
マ

　初
夏
に
行
う
花
木
の
せ
ん

定▼
講
師

　大
澤
政
夫
先
生
（
樹
木
医
）

▼
定
員

　60
人
（
先
着
順
）

▼
参
加
費

　無
料

▼
申
込
方
法

　電
話
で
申
し
込
む

▼
申
込
開
始

　４
月
26
日
㊊
午
前
８
時

30
分
か
ら

▼
申
込
・
問
合
先

　県
緑
化
セ
ン
タ
ー

Ｇ
88

－

７
１
８
８

予防

年
１
回
は
、
愛
犬
に
予
防
注
射
を
…

狂
犬
病
予
防
注
射
を
行
い
ま
す

　町
で
は
、
狂
犬
病
予
防
注
射
を
行
い

ま
す
。
愛
犬
に
は
生
涯
１
回
の
登
録
と

年
１
回
の
狂
犬
病
の
予
防
注
射
が
法
律

で
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　な
お
、
左
の
表
の
日
程
で
都
合
が
つ

か
な
い
場
合
は
、
邑
楽
館
林
地
区
の
動

物
病
院
な
ど
で
、
登
録
と
注
射
を
受
け

て
く
だ
さ
い
（
別
途
、
診
察
料
が
か
か

り
ま
す
）。

▼
費
用

　

登
録
済
み
の
犬
（
平
成
７
年
以
降
に
登

録
し
た
犬
）	

３
、３
０
０
円

未
登
録
の
犬
（
新
し
く
飼
っ
た
犬
や
登

録
し
て
い
な
い
犬
）	

６
、３
０
０
円

▼
問
合
先

　役
場
生
活
環
境
課
Ｇ
47

－

５
０
１
９

期
日

午前 午後

会場 時間 会場 時間

５
月
10
日


秋妻公民館

一本木公民館

渋沼集荷場

9:30～10:00

10:15～10:45

11:00～11:30

ＪＡ邑楽館林高島支所

石打公民館

石打こぶ観音

13:00～13:30

13:40～14:10

14:20～15:00

５
月
11
日


町立集会所

下中野区民館

鶉区民館

9:30～10:15

10:30～10:55

11:10～11:45

鶉新田集会所

明野公民館

13:30～13:50

14:00～14:45

５
月
12
日


前原公民館 9:30～11:30

町民体育館

十三軒集落センター

坪谷稲荷神社

13:00～13:45

13:55～14:25

14:35～15:05

５
月
13
日


中島集会所

馬場大林集会所

大信寺

9:30～10:00

10:15～10:45

11:00～11:40

宮内集会所

11区公民館

13:15～13:55

14:10～15:00

５
月
14
日


光善寺公民館

狸塚総合研修センター

十軒集会所

9:30～10:15

10:30～11:15

11:30～11:50

赤堀転作促進集落センター

開拓公民館

13:30～13:50

14:00～14:50

５
月
15
日


旧役場庁舎跡地

（中野小学校前）
9:30～12:00

●狂犬病予防注射日程表
催し

緑
の
羽
根
募
金
に
ご
協
力
く
だ
さ
い

苗
木
の
無
料
配
布
を
行
い
ま
す

　町
で
は
、
緑
化
運
動
推
進
の
一
環
と

し
て
４
月
17
日
に
役
場
庁
舎
北
側
駐
車

場
で
、
緑
化
苗
木
の
無
料
配
布
を
行
い

ま
す
。
ま
た
当
日
は
、
緑
の
羽
根
募
金

活
動
を
行
い
ま
す
の
で
、
多
く
の
皆
さ

ん
の
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

▼
期
日

　４
月
17
日
㊏

▼
時
間

　午
前
10
時
～

▼
場
所

　役
場
庁
舎
北
側
駐
車
場

▼
内
容

　緑
の
羽
根
募
金
、
苗
木
の
無

料
配
布

※
数
に
は
限
り
が
あ
り
ま
す
。

▼
問
合
先

　役
場
産
業
振
興
課
Ｇ
47

－

５
０
２
７

福祉

中
学
校
卒
業
ま
で
の
子
ど
も
の
い
る
家
庭
が
対
象

子
ど
も
手
当
て
を
支
給
し
ま
す

　次
世
代
の
社
会
を
担
う
子
ど
も
を
社

会
全
体
で
応
援
す
る
こ
と
を
目
的
に
、

今
ま
で
の「
児
童
手
当
」に
代
わ
り「
子

ど
も
手
当
」が
創
設
さ
れ
ま
し
た
。子
ど

も
手
当
は
、中
学
校
を
卒
業
す
る
ま
で

の
子
ど
も
を
養
育
し
て
い
る
人
を
対
象

に
支
給
さ
れ
る
手
当
で
す
。

▼
対
象

　生
ま
れ
た
日
の
翌
月
か
ら
15

歳
に
な
っ
て
最
初
の
３
月
31
日
ま
で

（
中
学
校
卒
業
ま
で
）

※
所
得
制
限
は
あ
り
ま
せ
ん
。

▼
支
給
額
（
月
額
）１
万
３
、０
０
０
円

※
平
成
23
年
４
月
以
降
は
未
定
で
す
。

▼
申
請
方
法

　

①
児
童
手
当
受
給
者（
４
月
現
在
、中
学

１
年
生
の
生
徒
の
み
が
い
る
場
合
を
含

む
）

子
ど
も
手
当
に
継
続
さ
れ
る
の
で
手
続

き
は
不
要

②
現
在
、
所
得
制
限
に
よ
り
児
童
手
当

を
受
給
し
て
い
な
い
場
合

新
た
に「
子
ど
も
手
当
認
定
請
求
書
」の

提
出
が
必
要

※
子
ど
も
手
当
認
定
請
求
書
は
、該
当

世
帯
主
あ
て
に
、４
月
中
旬
以
降
に
送

付
す
る
予
定
で
す
。

③
４
月
現
在
、
中
学
２
年
生
・
３
年
生
の

生
徒
の
み
が
い
る
場
合

新
た
に「
子
ど
も
手
当
認
定
請
求
書
」の

提
出
が
必
要

※
子
ど
も
手
当
認
定
請
求
書
は
、該
当

世
帯
主
あ
て
に
、４
月
中
旬
以
降
に
送

付
す
る
予
定
で
す
。

④
現
在
「
児
童
手
当
」
を
受
給
中
で
、
４

月
現
在
中
学
２
年
生
・
３
年
生
の
生
徒

が
い
る
場
合

「
子
ど
も
手
当
額
改
定
認
定
請
求
書
」の

提
出
が
必
要

※
子
ど
も
手
当
額
改
定
認
定
請
求
書

は
、該
当
保
護
者
あ
て
に
、４
月
中
旬
以

降
に
送
付
す
る
予
定
で
す
。

⑤
公
務
員
の
場
合

　

申
請
先
は
勤
務
先
に
な
り
ま
す

▼
支
給
の
時
期

　６
月（
４
～
５
月

分
）・
10
月（
６
～
９
月
分
）・
平
成
23
年

２
月（
10
月
～
平
成
23
年
１
月
分
）

臨
時
申
請
受
付

▼
期
日

　４
月
23
日
㊎

▼
時
間

　午
前
８
時
30
分
～
午
後
７
時

▼
会
場

　役
場
２
階
２
０
１
会
議
室

▼
持
参
す
る
も
の

　送
付
し
た
通
知
を
参
照

※
都
合
の
悪
い
か
た
は
、５
月
20
日
㊍
ま

で
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

※
子
ど
も
と
別
居
し
て
い
る
か
た
は
、

監
護
事
実
の
申
立
書（
役
場
福
祉
課
で

配
布
）と
子
ど
も
を
含
ん
だ
世
帯
全
員

の
住
民
票（
子
ど
も
が
居
住
し
て
い
る

市
区
町
村
で
発
行
）が
必
要
で
す
。

▼
問
合
先

　役
場
福
祉
課
Ｇ

47

－

５
０
２
３
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健康

麻
し
ん
に
な
ら
な
い
！
麻
し
ん
に
さ
せ
な
い
！

麻
し
ん
風
し
ん
予
防
接
種

　麻
し
ん
（
は
し
か
）
は
、
感
染
力
の

強
い
疾
病
で
す
が
予
防
接
種
で
防
げ
ま

す
。
予
防
接
種
法
に
よ
る
定
期
予
防
接

種
は
、
１
期
（
生
後
12
か
月
～
24
か
月

未
満
）
と
２
期
（
小
学
校
就
学
前
１
年

間
）
の
子
ど
も
が
対
象
で
す
。

　平
成
20
年
か
ら
、
５
年
間
の
時
限
措

置
と
し
て
３
期
（
中
学
１
年
生
に
相
当

す
る
年
齢
）、
４
期
（
高
校
３
年
生
に

相
当
す
る
年
齢
）
が
定
期
予
防
接
種
の

対
象
に
追
加
さ
れ
ま
し
た
。
２
期
、
３

期
、
４
期
の
対
象
に
な
る
人
に
は
町
か

ら
通
知
を
し
ま
す
。

▼
対
象

１
期

　生
後
12
か
月
～
24
か
月
未
満

２
期

　来
年
小
学
校
入
学
の
幼
児
（
平

成
16
年
４
月
２
日
～
平
成
17
年
４
月
１

日
生
ま
れ
）

３
期

　中
学
１
年
生
に
相
当
す
る
年
齢

（
平
成
９
年
４
月
２
日
～
平
成
10
年
４

月
１
日
生
ま
れ
）

４
期

　高
校
３
年
生
に
相
当
す
る
年
齢

（
平
成
４
年
４
月
２
日
～
平
成
５
年
４

月
１
日
生
ま
れ
）

▼
接
種
期
間
（
２
・
３
・
４
期
）

　４
月
１

日
～
平
成
23
年
３
月
31
日

▼
実
施
医
療
機
関

　館
林
市
邑
楽
郡
医

師
会
、太
田
市
医
師
会
、足
利
市
医
師
会

の
個
別
接
種
承
諾
医
療
機
関

▼
接
種
費
用

　無
料

▼
問
合
先

　保
健
セ
ン
タ
ー
Ｇ
88

－

５
５
３
３

健康

申
込
者
に
通
知
し
ま
す

生
活
習
慣
病
健
診
・
胃
が
ん
早
朝
検
診

　町
で
は
、
生
活
習
慣
病
健
診
と
胃
が

ん
検
診
を
行
い
ま
す
。
転
入
者
な
ど
で

新
た
に
検
（
健
）
診
を
希
望
す
る
人
は
、

保
健
セ
ン
タ
ー
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ

い
。
ま
た
、
集
合
検
診
（
胃
が
ん
・
大

腸
が
ん
・
胸
部
レ
ン
ト
ゲ
ン
検
診
）
は

５
月
か
ら
７
月
の
間
に
行
い
ま
す
。

生
活
習
慣
病
健
診

▼
期
日

　４
月
20
日
㊋
、22
日
㊍

▼
受
付
時
間

　午
前
８
時
30
分
～
11
時

30
分

▼
会
場

　保
健
セ
ン
タ
ー

▼
対
象

　30
～
39
歳
で
勤
務
先
で
健
診

を
受
け
る
機
会
の
な
い
人

※
平
成
23
年
３
月
31
日
現
在
の
年
齢
で

す
。

▼
内
容

　計
測
、血
圧
、検
尿
、血
液
検

査（
肝
機
能
・
貧
血
・
血
糖
・
脂
質
の
検

査
）、診
察

▼
健
診
費
用

　５
０
０
円

胃
が
ん
早
朝
検
診

▼
期
日

　５
月
10
日
㊊

▼
受
付
時
間

　午
前
６
時
30
分
～
11
時

▼
会
場

　保
健
セ
ン
タ
ー

▼
対
象

　40
歳
以
上
の
希
望
者

※
平
成
23
年
３
月
31
日
現
在
の
年
齢
で

す
。

▼
内
容

　バ
リ
ウ
ム
を
用
い
た
胃
レ
ン

ト
ゲ
ン
撮
影

※
空
腹
で
行
い
ま
す
。

▼
検
診
費
用

　１
、０
０
０
円

※
70
歳
の
誕
生
日
を
迎
え
た
翌
月
か
ら

無
料
に
な
り
ま
す
。

※
生
活
保
護
世
帯
の
人
は
無
料
で
す
。

▼
問
合
先

　保
健
セ
ン
タ
ー
Ｇ
88

－

５
５
３
３

お知らせ

毎
月
第
３
土
曜
日
は
、
町
長
室
開
放
の
日

よ
う
こ
そ
町
長
室
へ
！

　町
で
は
、
町
長
が
直
接
、
皆
さ
ん
か

ら
意
見
や
提
言
を
聞
か
せ
て
い
た
だ
い

て
い
ま
す
。

▼
対
象

　町
内
在
住
の
18
歳
以
上
の
個

人
、
ま
た
は
グ
ル
ー
プ
（
５
人
以
内
）

※
多
く
の
皆
さ
ん
に
参
加
し
て
い
た
だ

く
た
め
、
２
回
目
以
降
の
参
加
に
つ
い

て
は
、
ま
だ
参
加
し
た
こ
と
が
な
い
個

人
や
グ
ル
ー
プ
を
優
先
さ
せ
て
い
た
だ

く
場
合
が
あ
り
ま
す
。

▼
実
施
日

　毎
月
第
３
土
曜
日

※
日
程
は
、
５
月
15
日
㊏
、
６
月
19
日

㊏
、
７
月
17
日
㊏
で
す
。

▼
実
施
時
間

　１
日
３
回
（
１
回
50
分

以
内
）

①
午
前
９
時
～
９
時
50
分

②
午
前
10
時
～
10
時
50
分

③
午
前
11
時
～
11
時
50
分

※
町
長
の
公
務
な
ど
に
よ
り
、
日
時
の

変
更
や
中
止
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

▼
申
込
方
法

　電
話
で
申
し
込
む
（
先

着
順
）

▼
申
込
締
切

　希
望
す
る
日
の
２
週
間

前
ま
で

▼
問
合
先

　役
場
総
務
課
Ｇ

47

－
５
０
０
３

お知らせ

ご
意
見
や
ご
提
案
な
ど
を
お
寄
せ
く
だ
さ
い

ご
意
見
箱
を
設
置
し
ま
す

　町
で
は
、
４
月
か
ら
町
内
の
公
共
施

設
に
ご
意
見
箱
を
設
置
し
ま
す
。
こ
れ

は
、
広
く
住
民
の
皆
さ
ん
か
ら
ご
意
見

や
ご
提
案
な
ど
を
お
寄
せ
い
た
だ
き
、

今
後
の
町
づ
く
り
に
役
立
て
る
も
の
で

す
。
回
答
す
る
必
要
が
あ
る
場
合
は
、

回
答
し
ま
す
。

▼
設
置
場
所

　役
場
住
民
課
、
保
健
セ

ン
タ
ー
、
邑
楽
町
公
民
館
、
産
業
研
修

会
館
、
ヤ
ン
グ
プ
ラ
ザ
、
町
立
図
書
館
、

町
民
体
育
館

※
用
紙
は
ご
意
見
箱
隣
に
あ
り
ま
す
。

※
特
定
の
団
体
・
個
人
を
誹ひ

ぼ
う謗
・
中
傷

す
る
も
の
や
匿
名
、
営
利
目
的
、
法
令
、

公
序
良
俗
に
反
す
る
内
容
の
も
の
な
ど

に
つ
い
て
は
回
答
し
ま
せ
ん
。

▼
問
合
先

　役
場
企
画
課
Ｇ

47

－

５
０
０
８

募集

広
報
誌
を
世
界
中
に
お
届
け
し
ま
す

ふ
る
さ
と
通
信
の
会
員
募
集

　町
で
は
、「
ふ
る
さ
と
通
信
」
の
会

員
を
募
集
し
て
い
ま
す
。
会
員
に
な
る

と
、
毎
月
「
広
報
お
う
ら
」
を
世
界
中

ど
こ
へ
で
も
お
送
り
し
ま
す
。

▼
会
費
（
１
年
間
）

日
本
国
内		

１
、０
０
０
円

ア
ジ
ア
地
域	

２
、０
０
０
円

オ
セ
ア
ニ
ア
・
北
米
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
な
ど	

２
、４
０
０
円

南
米
・
ア
フ
リ
カ
な
ど			

　　
　
２
、７
０
０
円

▼
会
員
期
間

　１
年
間
（
毎
月
１
回
お

届
け
し
て
い
ま
す
）

▼
申
込
受
付

　随
時

▼
申
込
方
法

　役
場
企
画
課
、
ま
た
は

町
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
あ
る
所
定
の
申

込
用
紙
に
必
要
事
項
を
書
い
て
、
会
費

を
添
え
て
申
し
込
む

▼
申
込
・
問
合
先

　役
場
企
画
課
Ｇ
47

－

５
０
０
７

募集

視
力
の
低
下
で
広
報
が
読
み
に
く
い
か
た
へ

声
の
広
報
を
お
届
け
し
ま
す

　町
で
は
、
目
の
不
自
由
な
町
民
の
皆

さ
ん
に
「
声
の
広
報
」
を
無
料
で
お
届

け
し
て
い
ま
す
。
朗
読
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

の
皆
さ
ん
の
ご
協
力
で
、
毎
月
発
行
さ

れ
る「
広
報
お
う
ら
」を
カ
セ
ッ
ト
テ
ー

プ
に
録
音
し
て
お
届
け
し
ま
す
。

▼
申
込
で
き
る
人

　町
内
在
住
の
目
が

不
自
由
な
人

※
障
害
者
手
帳
の
等
級
な
ど
は
関
係
あ

り
ま
せ
ん
。
視
力
の
低
下
な
ど
で
広
報

誌
が
読
み
づ
ら
い
人
も
ご
利
用
く
だ
さ

い
。

▼
費
用

　無
料

▼
申
込
受
付

　随
時

▼
申
込
・
問
合
先

　役
場
企
画
課
Ｇ
47

－

５
０
０
７
、
町
社
会
福
祉
協
議
会
Ｇ

88

－

２
４
０
８

学校

経
済
的
な
理
由
で
就
学
が
困
難
な
家
庭
へ

就
学
援
助
費
を
支
給
し
ま
す

　町
で
は
、
経
済
的
な
理
由
で
義
務
教

育
へ
の
就
学
が
困
難
な
家
庭
の
子
ど
も

に
は
、
就
学
援
助
費
と
し
て
、
学
用
品
・

校
外
活
動
・
修
学
旅
行
・
給
食
な
ど
の

費
用
を
支
給
し
ま
す
。

　支
給
の
認
定
は
、
世
帯
の
収
入
状
況

な
ど
に
よ
り
決
定
し
ま
す
。
希
望
す
る

か
た
は
、
町
教
育
委
員
会
学
校
教
育
課

ま
た
は
、
地
区
の
民
生
委
員
さ
ん
へ
ご

相
談
く
だ
さ
い
。

▼
問
合
先

　町
教
育
委
員
会
学
校
教
育

課
Ｇ
47

－

５
０
４
１

健康

体
力
を
つ
け
た
い
・
歯
や
口
の
中
が
気
に
な
る
人
は
…

ま
す
ま
す
元
気
教
室

　町
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
で
は
、

シ
ニ
ア
世
代
を
対
象
に
健
康
で
自
立
し

た
生
活
が
送
れ
る
よ
う
健
康
づ
く
り
・

介
護
予
防
教
室
を
開
催
し
て
い
ま
す
。

▼
期
日

　４
月
14
日
㊌
か
ら
月
２
回

▼
時
間

　午
前
10
時
～
11
時
30
分

▼
会
場

　保
健
セ
ン
タ
ー

▼
対
象

　運
動
に
支
障
の
な
い
65
歳
以

上
の
人
で
介
護
認
定
を
受
け
て
い
な
い

人▼
定
員

　30
人

▼
持
参
す
る
も
の

　上
履
き
、飲
み
物
、

タ
オ
ル

▼
申
込
方
法

　電
話
で
申
し
込
む

▼
問
合
先

　町
地
域
包
括
支
援
セ
ン

タ
ー
Ｇ
80

－

９
３
０
０
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福祉

寝
た
き
り
の
高
齢
者
な
ど
が
対
象
で
す

出
張
理
・
美
容
サ
ー
ビ
ス
の
お
知
ら
せ

　町
で
は
、快
適
な
生
活
の
維
持
向
上

を
図
る
た
め
、在
宅
で
生
活
し
て
い
る

寝
た
き
り
高
齢
者
な
ど
を
対
象
に
、出

張
理
・
美
容
サ
ー
ビ
ス
を
行
い
ま
す
。

▼
対
象

　次
の
い
ず
れ
か
の
条
件
に
当

て
は
ま
る
人
で
、理
髪
店
や
美
容
院
に

行
く
こ
と
が
で
き
な
い
人

①
お
お
む
ね
65
歳
以
上
の
単
身
世
帯

②
高
齢
者
の
み
の
世
帯

③
重
度
障
害
者

④
要
介
護
認
定
４
以
上
の
認
定
者（
１

年
以
上
）

▼
内
容

　利
用
券（
２
、５
０
０
円
相

当
）を
年
間
４
枚
支
給
す
る

※
差
額
分
に
つ
い
て
は
、自
己
負
担
と

な
り
ま
す
。

※
サ
ー
ビ
ス
は
、邑
楽
町
理
容
師
会
、美

容
組
合
館
林
支
部
邑
楽
地
区
加
盟
の
協

力
店
が
実
施
し
ま
す
。

▼
申
請
方
法

　役
場
福
祉
課
に
申
し
込

む▼
問
合
先

　役
場
福
祉
課
Ｇ

47

－

５
０
２
３

福祉

車
い
す
仕
様
車
両
の
購
入
や
改
造
費
の
一
部
を
補
助
し
ま
す

介
護
用
車
両
購
入
費
の
補
助
事
業

　町
で
は
、
在
宅
の
重
度
身
体
障
害
児

（
者
）
や
寝
た
き
り
の
高
齢
者
を
乗
せ

て
外
出
す
る
た
め
に
使
用
す
る
車
い
す

仕
様
車
両
の
購
入
や
改
造
に
か
か
る
費

用
の
一
部
を
補
助
し
て
い
ま
す
。

　こ
れ
は
、
要
介
護
者
の
福
祉
の
向
上

や
家
族
の
負
担
を
軽
減
し
よ
う
と
す
る

た
め
の
も
の
で
す
。

▼
対
象

　次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

人
や
そ
の
家
族

①
下
肢
、
体
幹
障
害
の
１
・
２
級

②
お
お
む
ね
65
歳
以
上
で
寝
た
き
り
の

人
、
ま
た
は
日
常
的
に
車
い
す
の
必
要

が
あ
る
人

▼
補
助
対
象

　介
護
用
車
両
を
購
入
す

る
場
合
は
車
い
す
仕
様
部
分
の
価
格
、

所
有
し
て
い
る
車
両
を
車
い
す
仕
様
に

改
造
す
る
費
用

▼
補
助
額

　経
費
の
３
分
の
２
（
上
限

１
０
０
万
円
）

▼
問
合
先

　役
場
福
祉
課
Ｇ

47

－

５
０
２
３

福祉

月
２
袋
ま
た
は
、
月
１
袋
と
尿
取
り
パ
ッ
ト
と
セ
ッ
ト

紙
お
む
つ
な
ど
を
支
給
し
ま
す

　町
で
は
、在
宅
で
生
活
し
て
い
る
寝

た
き
り
の
高
齢
者
な
ど
に
、紙
お
む
つ

な
ど
の
支
給
を
行
っ
て
い
ま
す
。

▼
対
象

①
町
内
に
住
所
が
あ
る
65
歳
以
上
の
ね

た
き
り
高
齢
者
な
ど
で
、要
介
護
認
定

４
以
上
の
認
定
を
受
け
た
人

②
身
体
障
害
者
１
級
・
２
級
、療
育
手
帳

Ａ
の
認
定
を
受
け
た
児（
者
）

▼
内
容

　紙
お
む
つ
を
１
人
に
つ
き
月

２
袋
ま
た
は
、１
袋
と
尿
取
り
パ
ッ
ト

２
袋
の
セ
ッ
ト
で
支
給
し
ま
す
。

▼
問
合
先

　役
場
福
祉
課
Ｇ
47

－

５
０
２
３

福祉

月
額
３
、０
０
０
円
を
支
給

災
害
遺
児
手
当
を
支
給
し
ま
す

　町
で
は
、
交
通
災
害
や
労
働
災
害
で

親
な
ど
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
児
童
の
保

護
者
に
災
害
遺
児
手
当
を
支
給
し
ま

す
。

▼
対
象

　次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

人①
交
通
災
害
や
労
働
災
害
で
生
計
の
中

心
で
あ
る
父
、
ま
た
は
母
な
ど
を
失
っ

た
児
童

②
交
通
災
害
や
労
働
災
害
で
生
計
の
中

心
で
あ
る
父
、
ま
た
は
母
な
ど
が
障
害

の
状
態
と
な
っ
た
児
童

▼
支
給
金
額

　月
３
、０
０
０
円

▼
必
要
書
類

　住
民
票
の
写
し
、
事
故

な
ど
を
証
明
す
る
書
類
、
障
害
の
程
度

を
証
明
す
る
書
類
、
在
学
証
明
な
ど

▼
問
合
先

　役
場
福
祉
課
Ｇ
47

－

５
０
２
２

下水道

区
域
が
広
が
り
ま
し
た

公
共
下
水
道
供
用
開
始
区
域

　町
で
は
、
平
成
５
年
度
か
ら
市
街
化

区
域
を
中
心
に
公
共
下
水
道
事
業
を
進

め
て
い
ま
す
。
４
月
か
ら
、
新
た
に
６

ha
の
区
域
で
下
水
道
の
供
用
が
開
始
さ

れ
ま
し
た
。

▼
供
用
開
始
区
域

　大
字
中
野
字
前

谷
・
東
原
・
化
楽
、
大
字
光
善
寺
字
下

谷
の
各
一
部

※
詳
細
な
使
用
可
能
の
区
域
に
つ
い
て

は
、
役
場
水
道
課
で
縦
覧
で
き
ま
す
。

▼
問
合
先

　役
場
水
道
課
Ｇ

47

－

５
０
３
７

…今回追加された供用開始区域

福祉

通
院
し
て
人
工
透
析
療
法
な
ど
を
受
け
て
い
る
人
が
対
象

通
院
の
た
め
の
交
通
費
を
支
給

　町
で
は
、
じ
ん
臓
機
能
障
害
な
ど
で

通
院
に
要
し
た
交
通
費
を
支
給
し
ま

す
。

▼
内
容

　人
工
透
析
療
法
な
ど
の
医
療

を
受
け
る
た
め
、
医
療
機
関
へ
の
通
院

に
要
し
た
交
通
費
の
一
部
を
補
助
す
る

▼
対
象

　申
請
者
の
当
該
年
度
分
町
民

税
額
が
非
課
税
の
人
で
、
次
の
ど
ち
ら

か
に
当
て
は
ま
る
人

①
じ
ん
臓
機
能
障
害
者
の
身
体
障
害
者

手
帳
を
持
ち
、
医
療
機
関
に
通
院
し
て

人
工
透
析
療
法
を
受
け
て
い
る

②
小
腸
機
能
障
害
の
身
体
障
害
者
手
帳

を
持
ち
、
医
療
機
関
に
通
院
し
て
中
心

静
脈
栄
養
法
な
ど
を
受
け
て
い
る

▼
支
給
額

　通
院
距
離
に
よ
り
月
２
、

６
０
０
円
～
５
、２
０
０
円

▼
申
請
方
法

　所
定
の
申
請
用
紙
に
必

要
事
項
を
書
い
て
申
請
す
る

※
申
請
書
は
役
場
福
祉
課
に
あ
り
ま
す
。

▼
申
請
・
問
合
先

　役
場
福
祉
課
Ｇ
47

－

５
０
２
４

福祉

高
齢
者
に
栄
養
バ
ラ
ン
ス
の
取
れ
た
食
事
を
提
供
し
ま
す

配
食
サ
ー
ビ
ス
を
行
っ
て
い
ま
す

　町
で
は
、
ひ
と
り
暮
ら
し
の
高
齢
者

な
ど
の
お
宅
へ
栄
養
バ
ラ
ン
ス
の
取
れ

た
食
事
を
提
供
し
て
い
ま
す
。
ぜ
ひ
、

ご
利
用
く
だ
さ
い
。

▼
対
象

　お
お
む
ね
65
歳
以
上
の
単
身

世
帯
、
高
齢
者
の
み
の
世
帯
、
重
度
障

害
者
で
あ
っ
て
調
理
が
困
難
な
人

▼
内
容

　月
～
土
曜
日
ま
で
の
週
６
回

の
う
ち
希
望
曜
日
に
夕
食
を
提
供

▼
費
用

　１
食
４
０
０
円

▼
申
請
・
問
合
先

　町
地
域
包
括
支
援

セ
ン
タ
ー
Ｇ
80

－

９
３
０
０

福祉

迅
速
か
つ
正
確
な
救
護
体
制
を
図
る
た
め
に

高
齢
者
等
緊
急
通
報
装
置
設
置
事
業

　町
で
は
、ひ
と
り
暮
ら
し
の
高
齢
者

な
ど
に
高
齢
者
等
緊
急
通
報
装
置
を
貸

し
出
し
て
い
ま
す
。こ
れ
は
、消
防
署
と

電
話
回
線
で
直
通
に
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
急
病
・
災
害
等
突
発
的
事
態
が
発
生

し
た
と
き
、迅
速
か
つ
正
確
な
救
護
体

制
を
図
ろ
う
と
す
る
も
の
で
す
。

▼
対
象

　お
お
む
ね
65
歳
以
上
の
単
身

世
帯
、高
齢
者
の
み
の
世
帯
、昼
間
高
齢

者
世
帯
、身
体
障
害
者
の
み
の
世
帯
で    

健
康
状
態
、身
体
状
況
ま
た
は
日
常
生

活
動
作
に
支
障
の
あ
る
人

▼
問
合
先

　役
場
福
祉
課
Ｇ
47

－

５
０
２
３
、各
地
区
の
民
生
委
員


